
生活環境部「環境整備課」の組織再編について 

【平成 27年 4月 1日から】 

 

１．組織再編の目的 

⑴ 現状における課題 

現在の環境整備課では、廃棄物処理施設の維持管理業務のほか、一般廃棄物の

収集運搬業務や市民からの問い合わせ対応などの日常的な業務に併せて、一般廃

棄物処理行政を取り巻く環境変化に対応するための将来計画に関する業務も行っ

ていることから、業務が多岐にわたり（業務が煩雑化し）、効率的な業務遂行の面

で課題を抱えている。 

 

⑵ 課題解決に向けた組織再編 

多岐にわたる業務を整理して組織機能を高めるために、現在の環境整備課を将

来計画の企画・立案・実行を担う「企画立案部門」と、廃棄物処理施設の維持管

理や市民からの問い合わせ対応などの日常業務を担う「施設管理部門」に再編す

る。 

 

２．組織再編後の姿 
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